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鹿  追  町 



議 案
番 号

件                                  名
議  決
内  容

2 鹿追町個人情報保護法施行条例の制定について

3 鹿追町個人情報保護審査会条例の制定について

4 報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例の制定について

5
鹿追町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

6
鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

7
鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基
準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

8 鹿追町立地域保育所条例の一部を改正する条例の制定について

9 鹿追町立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について

10
子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定につい
て

11
重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を
改正する条例の制定について

12
鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例の制
定について

13
鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条例
の制定について

14
鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例の制
定について

15 鹿追町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

16 令和４年度鹿追町一般会計補正予算（第９号）について

17 令和４年度鹿追町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について

18
令和４年度鹿追町国民健康保険病院事業会計補正予算（第３号）につ
いて

19 令和４年度鹿追町簡易水道特別会計補正予算（第３号）について

20 令和４年度鹿追町下水道特別会計補正予算（第４号）について

            　　　議   案   目   次

1



21 令和４年度鹿追町介護保険特別会計補正予算（第４号）について

22
令和４年度鹿追町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい
て

23 令和５年度鹿追町一般会計予算について

24 令和５年度鹿追町国民健康保険特別会計予算について

25 令和５年度鹿追町国民健康保険病院事業会計予算について

26 令和５年度鹿追町簡易水道特別会計予算について

27 令和５年度鹿追町下水道特別会計予算について

28 令和５年度鹿追町介護保険特別会計予算について

29 令和５年度鹿追町後期高齢者医療特別会計予算について

30 財産の取得について
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議案第 ２  号 

 

鹿追町個人情報保護法施行条例の制定について 

 

鹿追町個人情報保護法施行条例を次のとおり制定する。 

 

  令和５年３月６日提出 

 

                     鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町個人情報保護法施行条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法

律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」という。）において使用す

る用語の例による。 

２ この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

 

 （個人情報取扱事務登録簿） 

第３条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」とい

う。）について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿（以下「登

録簿」という。）を備えなければならない。 

 (1) 個人情報取扱事務の名称 

 (2) 個人情報取扱事務の目的 

 (3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称 

 (4) 個人情報取扱事務を開始する年月日 

 (5) 個人情報の対象者の範囲 

 (6) 個人情報の記録項目 

 (7) 個人情報の収集先 

 (8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当
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該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事

項を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したとき

は、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。 

４ 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。 

 

 （手数料等） 

第４条 法第８９条第２項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。 

２ 法第８７条第１項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの交付

に要する費用を負担しなければならない。 

 

 （審査会への諮問） 

第５条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報

の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に

必要であると認めるときは、鹿追町個人情報保護審査会条例（令和５年条例

第 号）第１条に規定する鹿追町個人情報保護審議会（以下「審査会」とい

う。）に諮問することができる。 

 (1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

 (2) 法第６６条第１項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする

場合  

 (3) 前２号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関

する運用上の細則を定めようとする場合 

 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規

則で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （鹿追町個人情報保護条例の廃止） 

第２条 鹿追町個人情報保護条例(平成１２年条例第４１号)は廃止する。 

 （経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の鹿追町個人情報保護条

例（以下「旧条例」という。）第１２条の２第２項又は第１３条の規定によ

るその業務に関して知り得た旧条例第２条第１号に規定する個人情報（以下
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「旧個人情報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的

に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例

による。 

 (1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第５号に規定する実施機関（以下

「旧実施機関」という。）の職員である者又はこの条例の施行前において旧

実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報

の取扱いに従事していた者 

 (2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託

を受けた業務に従事していた者 

 (3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業

務に従事していた者 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに旧条例第６

条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定

によりなされたものとみなす。 

３ 施行日前に旧条例第１４条第１項若しくは第２項（旧条例第２４条第２項

において準用する場合も含む。）、第２４条第１項若しくは第３２条の２第

１項若しくは第２項の規定による請求、旧条例第２８条第１項若しくは同条

第２項において準用する旧条例第１４条第２項の規定による申出又は旧条例

第３１条第１項若しくは同条第２項において準用する旧条例第１４条第２項

の規定による再申出がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開

示、訂正および利用停止、是正の申出並びに是正の再申出については、なお

従前の例による。 

４ 施行日前に旧条例の規定により旧条例第３５条第１項の規定により町に置

かれた同項に規定する鹿追町個人情報保護審査会（以下「旧審査会」とい

う。）にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調

査審議については、なお従前の例による。 

５ この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第４０

条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、

この条例の施行後も、なお従前の例による。 

 （鹿追町情報公開条例の一部改正） 

第４条 鹿追町情報公開条例（平成１２年条例第４０号）の一部を次のように改

正する。 

第５条を次のように改める。 

 （開示請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書

の開示の請求をすることができる。 
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第６条第１項を次のように改める。 

  公文書の開示請求（以下「開示請求」という。）をしようとするものは、

実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければな

らない。 

  (1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあ

っては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名） 

  (2) 公文書の名称又は内容その他の開示請求に係る公文書を特定するた

めに必要な事項 

第１２条第１項中「１４日以内」を「３０日以内」に改め、同条第２項中

「１５日以内」を「３０日以内」に改める。 

第１３条中「３０日以内」を「６０日以内」に改める。 

（鹿追町まちづくり基本条例の一部改正） 

第５条 鹿追町まちづくり基本条例（平成２２年条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第８条中「ないように、」を「ないように、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号）に基づき」に、「講じ、個人情報の保護について必要な

事項は、別に条例で定めます」を「講じます」に改める。 
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議案第 ３ 号 

 

鹿追町個人情報保護審査会条例の制定について 

 

鹿追町個人情報保護審査会条例を次のとおり制定する。 

 

  令和５年３月６日提出 

 

                      鹿追町長 喜 井 知 己 

 

鹿追町個人情報保護審査会条例 

 

（設置） 

第１条 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」とい

う。）及び鹿追町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例第 号。以

下「議会個人情報保護条例」という。）に基づく個人情報保護制度の適正かつ公

正な運営を確保するため、鹿追町個人情報保護審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。 
 

（所掌事務） 

第２条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 (1) 法第１０５条第３項の規定により読み替えて準用する同条第１項の規定に

よる諮問に応じ審査請求について調査審議すること。 

 (2) 鹿追町個人情報保護法施行条例（令和５年条例第 号）第５条の規定によ

る諮問に応じ調査審議すること。 

 (3) 議会個人情報保護条例第４６条の規定による諮問に応じ審査請求について

調査審議すること。 

 (4) 議会個人情報保護条例第５１条の規定による諮問に応じ調査審議するこ

と。 

２ 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運営に関する事項を

調査審議し、又は個人情報保護制度の在り方について町長に意見を述べることが

できる。 
 

（組織） 

第３条 審査会は、委員５人以内で組織する。 

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。 

３ 委員の任期は、３年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

7



 

 

４ 委員は再任されることができる。 
 

（会長及び副会長） 

第４条 審査会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 

（会議） 

第５条 審査会の会議は、会長が招集する。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 
 

（審査請求人等からの意見等の聴取等） 

第６条 審査会は、その権限に属する事項の審議を行うため必要があると認めると

きは、審査請求人、実施機関（鹿追町個人情報保護法施行条例第２条第２項に規

定する実施機関及び議会をいう。）の職員その他関係者から意見若しくは説明を

聴き、又は必要な調査をすることができる。 
 

（秘密の保持） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、同様とする。 
 

（会長への委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が

審査会に諮って定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に鹿追町個人情報保護法施行条例附則第２条の規定によ

る廃止前の鹿追町個人情報保護条例（平成１２年条例第４１号）第３５条第１項

の規定により町に置かれた同項に規定する鹿追町個人情報保護審査会の委員であ

る者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に、第３条第２項の規

定の例により任命されたものとみなす。 
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３ 町長は、施行日前においても、第３条第２項の規定の例により、審査会の委員

を任命することができる。この場合において、当該任命された委員は、施行日に

おいて同項の規定により任命されたものとみなす。 
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議案第 ４ 号 

 
   報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例の制定について 

 
報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 
令和５年３月６日提出 

 
                      鹿追町長 喜 井 知 己 

 

   報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例 

 

報酬及び費用弁償支給条例（昭和２９年条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 

第３条に次の１項を加える。 

２ 報酬月額の支給方法は、議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭

和５０年条例第２５号）第２条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 

別表中「１１２，８００」を「１２５，０００」に、「４２，３００」を「４

６，６００」に、「３６，９００」を「４０，６００」に、「５６，５００」

を「６２，２００」に改める。 

 
 
   附 則 
 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 ５ 号 

 

鹿追町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について 

 

鹿追町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定する。 

 

 令和５年３月６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己    

 

 

鹿追町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 

鹿追町放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年条

例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後

児童健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職

員、利用者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業

所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その

他放課後児童健全育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この

条において「安全計画」という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講

じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、

前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図

られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなけれ

ばならない。 

４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて

安全計画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のた
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めの移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及

び降車の際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法によ

り、利用者の所在を確認しなければならない。 

 

第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感

染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条におい

て「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

ずるよう努めなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとと

もに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応

じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施する」に改める。 

 

 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、改正後の第６条の２の規

定の適用については、同条第１項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努め

なければ」と、同条第２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めな

ければ」と、同条第３項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなけ

れば」とする。 
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議案第 ６ 号 

 

鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

 

鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

   

  令和５年３月６日提出 

 

 鹿追町長 喜 井 知 己    

 

 

鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正 

する条例 

 

鹿追町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年条例第１

３号）の一部を次のように改正する。 

 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保

育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児

等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他

の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業

所等における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項

の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図ら

れるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければ

ならない。 

４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計

画の変更を行うものとする。 

（自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のため

の移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の

13



乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができ

る方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業者を除く。）は、利用乳幼児の送迎を

目的とした自動車（運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備

えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこ

れと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。）

を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落

としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認（利用乳幼児の

降車の際に限る。）を行わなければならない。 

 

第１０条中「ときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加え、

同条ただし書を削る。 

 

第１３条を次のように改める。 

第１３条 削除 

 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずる」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓

練を定期的に実施する」に改める。 

 

 

附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改正規定は、

公布の日から施行する。 

２ 改正後の第７条の３第２項の規定の適用については、家庭的保育事業者等におい

て利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自

動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装

置（以下「ブザー等」という。）を備えること及びこれを用いることにつき困難な

事情があるときは、令和６年３月３１日までの間、当該自動車にブザー等を備えな

いことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常

的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳

幼児の所在の確認を行わなければならない。 
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議案第 ７ 号 

 

鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 令和５年３月６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己    

 

 

鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 

鹿追町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２

６年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改め、同項第１号

中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２号中「第１９条第１項第１号」

を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、

「同項第３号」を「同条第３号」に改める。 

 

第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１

９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

 

第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 

第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

 

第１３条第４項第３号ア（ア）中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

号ア（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同号イ（ア）中「第１９

条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号イ（イ）中「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に改める。 

 

第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、同項第４号中「厚生労働

大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 
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第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

 

第２６条を次のように改める。 

第２６条 削除 

 

第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第２項中「第

１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」を「同条第２号」に、「第１９

条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項中「同項第２号」を「同条第２号」

に改める。 

 

第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第２項中「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同条第１号」に、「第１９

条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第１号」を「第

１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を「同

条第１号」に改める。 

 

第３７条第２項中「第１９条第１号第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第３

号」を「第１９条第３号」に改める。 

第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改める。 

 

第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 

第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第２項中「第

１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」

に改め、同条第３項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第

１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 

第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第２項中「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３号」に、「第１９

条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第３項中「第１９条第１項第２号」を「第

１９条第２号」に改める。 

 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２６条の改正規定は、公布の日から

施行する。 
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議案第 ８ 号 

 

鹿追町立地域保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町立地域保育所条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和５年３月６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己    

 

 

鹿追町立地域保育所条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町立地域保育所条例（昭和４０年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条第２項及び第３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 ９ 号 

 

鹿追町立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町立認定こども園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 令和５年３月６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己    

 

 

鹿追町立認定こども園条例の一部を改正する条例 

 

鹿追町立認定こども園条例（平成２６年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 

第７条第２項及び第３項並びに第１３条第１項ただし書中「第１９条第１項第１号」を「第１

９条第１号」に改める。 

 

 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 １０ 号 

 

子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 令和５年３月６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己   

 

 

   子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 

 子ども医療費の助成に関する条例（平成６年条例第５号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第２条第５項から第７項までの規定中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 １１ 号 

 

重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

 

重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正 

する条例を次のとおり制定する。 

 

令和５年３月６日提出 

 

  鹿追町長 喜 井 知 己   

 

 

   重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を 

   改正する条例 

 

 重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成に関する条例（昭和４８年条例第３

６号）の一部を次のように改正する 

 

第２条第６項から第８項までの規定中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

 

 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 １２ 号 

 

鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 

鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

 令和５年３月６日提出 

 

 鹿追町長 喜 井 知 己   

 

 

鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例の一部を改正する条例 

  

鹿追町定住促進住宅建設奨励に関する条例（平成１３年条例第１３号）の一部を

次のように改正する。 

 

 附則第２項中「令和５年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改める。 

 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 １３ 号 

 

鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとお

り制定する。 

 

 令和５年３月６日提出 

 

 鹿追町長 喜 井 知 己   

 

 

鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例の一部を改正する条例 

  

 鹿追町賃貸住宅建設促進事業助成に関する条例（平成１４年条例第３０号）の一

部を次のように改正する。 

 

 附則第２項中「令和５年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改める。 

 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 １４ 号 

 

鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 

鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制

定する。 

 

 令和５年３月６日提出 

 

 鹿追町長 喜 井 知 己   

 

 

鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例の一部を改正する条例 

  

鹿追町民間賃貸住宅家賃助成に関する条例（平成２４年条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

 

 附則第２項中「令和５年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改める。 

 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第 １５ 号 

 

鹿追町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

鹿追町国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

 令和５年３月６日提出 

 

 鹿追町長 喜 井 知 己   

 

 

   鹿追町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 鹿追町国民健康保険条例（昭和３４年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第７条第１項中「４０８，０００円」を「４８８，０００円」に改める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に出産した被保険者に係る鹿追町国民健康保険条例第７条の規定によ

る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。 
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び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 

 
 
 
 
 
 
 
 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

 
「

 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
継

 
続

 
費

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

（
 
債

 
務

 
負

 
担

 
行

 
為

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
３

 
条

 
 
 
債

 
務

 
負

 
担

 
行

 
為

 
の

 
追

 
加

 
は

 
、

 
「

 
第

 
３

 
表

 
債

 
務

 
負

 
担

 
行

 
為

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
地

 
方

 
債

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
４

 
条

令
 
和

 
５

 
年

 
３

 
月

 
６

 
日

　
提

　
出

鹿
 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
追

 
加

 
及

 
び

 
変

 
更

 
は

 
、

 
「

 
第

 
４

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

令
和

４
年

度
鹿

追
町

一
般

会
計

補
正

予
算

（
第

９
号

）

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
一

般
会

計
補

正
予

算
（

第
９

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

５
８

，
５

１
５

７
，

８
３

３
，

８
８

７

　
継

 
続

 
費

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

「
 
第

 
２

 
表

　
継

 
続

 
費

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。
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第

　
２

　
表

総
　

　
額

年
　

 
度

年
割

額
総

　
　

額
年

　
 
度

年
割

額

補
正

後

７
土

木
費

２
河

川
費

然
別

演
習

場
障

害
防

止
対

策
事

業
(
場

内
砂

防
工

)
４

１
，

２
４

５

令
和

４
年

度
７

，
４

９
９

４
０

，
４

５
３

令
和

４
年

度

款
項

事
　

業
　

名
　

補
　

　
正

　
　

前

２
総

務
費

７
，

４
９

９

令
和

５
年

度
３

３
，

７
４

６
令

和
５

年
度

３
２

，
９

５
４

千
円

千
円

千
円

千
円

５
２

，
２

４
４

１
２

６
，

５
０

０

令
和

４
年

度
３

２
，

０
８

２

１
１

，
２

９
７

令
和

６
年

度
２

１
，

４
９

８

９
３

，
２

４
３

令
和

５
年

度
７

２
，

９
２

０

(
変

　
更

)

継
　

　
続

　
　

費
　

　
補

　
　

正

１
総

務
管

理
費

役
場

周
辺

エ
リ

ア
Ｚ

Ｅ
Ｃ

化
事

業
１

５
６

，
７

８
４

令
和

４
年

度

令
和

６
年

度

令
和

５
年

度

30



　
第

　
３

　
表

（
追

　
加

）

期
　

　
間

２
９

，
９

２
０

千
円

以
内

債
　

　
務

　
　

負
　

　
担

　
　

行
　

　
為

事
　

　
　

　
項

限
　

　
　

度
　

　
　

額

町
営

牧
場

バ
ー

チ
カ

ル
ミ

キ
サ

ー
購

入
事

業
　

自
　

令
和

 
５

 
年

度

　
至

　
令

和
 
８

 
年

度
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第
　

４
　

表

　
　

　
　

　
　

地
　

　
方

　
　

債
　

　
の

　
　

補
　

　
正

（
追

　
加

）

（
変

　
更

）

2
1
2
,
5
0
0

緊
急

防
災

・
減

災
事

業
1
1
,
4
0
0

償
還

の
方

法
限

度
額

千
円

以
内

政
府

資
金

、
地

方
公

共
団

体
金

融
機

構
資

金
及

び
金

融
機

関
等

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
た

だ
し

、
町

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
も

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
に

借
換

え
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

金
利

見
直

し
方

式
で

借
り

入
れ

る
政

府
資

金
、

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

資
金

及
び

金
融

機
関

等
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

当
該

見
直

し
後

の
利

率
)

普
通

貸
借

又
　

　
は

証
券

発
行

起
債

の
方

　
法

千
円

以
内

補
正

前
に

同
じ

補
正

前
に

同
じ

起
 
債

 
の

 
目

 
的

限
度

額
起

債
の

方
　

法
利

　
　

率
償

 
 
還

 
 
の

 
 
方

 
 
法

千
円

以
内

普
通

貸
借

又
　

　
は

証
券

発
行

利
　

率
償

還
の

方
　

法

2
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

金
利

見
直

し
方

式
で

借
り

入
れ

る
政

府
資

金
、

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

資
金

及
び

金
融

機
関

等
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

当
該

見
直

し
後

の
利

率
)

政
府

資
金

、
地

方
公

共
団

体
金

融
機

構
資

金
及

び
金

融
機

関
等

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
た

だ
し

、
町

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
も

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
に

借
換

え
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

起
　

債
　

の
　

目
　

的

2
2
4
,
0
0
0

補
正

前
補

正
後

限
度

額
起

債
の

方
　

法
利

　
　

率

過
疎

対
策

事
業

補
正

前
に

同
じ

地
　

　
方

　
　

債
　

　
の

　
　

補
　

　
正

6
,
7
0
0

同
 
上

同
 
上

同
 
上

辺
地

対
策

事
業

1
0
,
2
0
0

同
 
上

同
　

　
上

同
　

　
上
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１
７

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

 
千

 
円

 
を

 
減

 
額

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
 
 
 
 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

８
０

３
，

５
０

７
 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
債

 
務

 
負

 
担

 
行

 
為

 
の

 
補

 
正

 
）

（
 
地

 
方

 
債

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

 
「

 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 

令
 
和

 
５

 
年

 
３

 
月

 
６

 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
３

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

１
，

１
２

８
第

 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
か

 
ら

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　

令
和

４
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

３
号

）
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号

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
（

第
３

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

令
和

４
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

予
算

（
以

下
「

予
算

」
と

い
う

。
）

第
２

条
中

（
３

）
年

間
患

者
数

 
１

入
院

「
９

，
８

５
５

人
」

を
「

８
，

３
９

５
人

」
に

、
２

外
来

「
１

６
，

９
４

０
人

」
を

「
１

７
，

４
２

４
人

」
に

、
（

４
）

一
日

平
均

患
者

数
 
１

入
院

「
２

７
人

」
を

「
２

３
人

」
に

、
２

外
来

「
７

０
人

」
を

「
７

２
人

」
に

、
（

５
）

建
設

改
良

事
業

 
１

有
形

固
定

資
産

購
入

費

８
，

６
０

０
千

円
」

を
「

８
，

２
４

２
千

円
」

に
改

め
る

。

予
算

第
３

条
に

定
め

た
収

益
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。

1
千

円
第

３
項

特
別

損
失

３
０

千
円

△
２

９
千

円

千
円

第
２

項
医

業
外

費
用

２
，

７
７

９
千

円
５

０
９

千
円

３
，

２
８

８
千

円

千
円

６
０

８
，

７
５

９
千

円

第
１

項
医

業
費

用
６

１
９

，
０

８
２

千
円

△
１

３
，

６
１

２
千

円
６

０
５

，
４

７
０

支
出

第
１

款
病

院
事

業
費

用
６

２
１

，
８

９
１

千
円

△
１

３
，

１
３

２

２
５

０
，

６
８

８
千

円
第

２
項

医
業

外
収

益
２

８
３

，
２

３
１

千
円

△
３

２
，

５
４

３
千

円

５
９

３
，

９
６

６
千

円

第
１

項
医

業
収

益
３

３
８

，
６

５
９

千
円

４
，

６
１

８
千

円
３

４
３

，
２

７
７

千
円

第
１

款
病

院
事

業
収

益
６

２
１

，
８

９
１

千
円

△
２

７
，

９
２

５
千

円

第
３

条

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
）

収
入

議
案

第
１

８

令
和

４
年

度
鹿

追
町

国
民

健
康

保
険

病
院

事
業

会
計

補
正

予
算

（
第

３
号

）

第
１

条

第
２

条

75



予
算

第
６

条
中

（
１

）
職

員
給

与
費

「
３

９
３

，
７

９
５

千
円

」
を

「
３

７
３

，
０

３
６

千
円

」
に

、
（

２
）

交
際

費
「

２
２

０
千

円
」

を

「
１

２
０

千
円

」
に

改
め

る
。

予
算

第
７

条
中

他
会

計
補

助
金

「
２

６
８

，
１

９
２

千
円

」
を

「
２

３
２

，
０

３
３

円
」

に
改

め
る

。

鹿
 
追

 
町

 
長

　
 
喜

 
 
井

 
 
知

 
 
己

第
５

条

　
　

　
令

和
 
５

 
年

 
３

 
月

 
６

 
日

 
 
提

 
出

第
６

条

千
円

千
円

４
７

，
９

１
２

千
円

８
，

２
４

２
第

１
項

建
設

改
良

費
８

，
６

０
０

千
円

△
３

５
８

千
円

支
出

第
１

款
資

本
的

支
出

４
８

，
２

７
０

千
円

△
３

５
８

千
円

千
円

１
，

７
０

２
千

円

第
１

項
他

会
計

補
助

金
３

，
２

５
９

千
円

△
１

，
５

５
７

千
円

１
，

７
０

２

第
１

款
資

本
的

収
入

３
，

２
５

９
千

円
△

１
，

５
５

７

（
科

 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

）
（

既
決

予
定

額
）

（
補

正
予

定
額

）
（

 
 
 
 
計

 
 
 
 
）

収
入

第
４

条
予

算
第

４
条

中
本

文
括

弧
書

中
資

本
的

収
入

額
が

資
本

的
支

出
額

に
対

し
不

足
す

る
額

「
４

５
，

０
１

１
千

円
」

を
「

４
６

，
２

１
０

千
円

」

　
　

　
に

改
め

、
資

本
的

収
入

及
び

支
出

の
予

定
額

を
次

の
と

お
り

補
正

す
る

。
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令

和
４

年
度

鹿
追

町
国

民
健

康
保

険
病

院
事

業
会

計
補

正
予

算
説

明
書

予
定

額

1
病

院
事

業
収

益
6
2
1
,
8
9
1

△
2
7
,
9
2
5

5
9
3
,
9
6
6

1
医

業
収

益
3
3
8
,
6
5
9

 
4
,
6
1
8

3
4
3
,
2
7
7

1
入

院
収

益
1
4
7
,
9
5
3

△
1
5
,
3
3
6

1
3
2
,
6
1
7

入
院

収
益

1
5
,
3
3
6

千
円

減
額

2
外

来
収

益
1
5
9
,
2
3
6

 
1
4
,
5
3
6

1
7
3
,
7
7
2

外
来

収
益

1
4
,
5
3
6

千
円

追
加

3
そ

の
他

医
業

収
益

3
1
,
4
7
0

 
5
,
4
1
8

3
6
,
8
8
8

公
衆

衛
生

活
動

収
益

3
,
7
0
7

千
円

追
加

医
療

相
談

収
益

6
0
6

千
円

減
額

そ
の

他
医

業
収

益
2
,
3
1
7

千
円

追
加

計
5
,
4
1
8

千
円

追
加

2
医

業
外

収
益

2
8
3
,
2
3
1

△
3
2
,
5
4
3

2
5
0
,
6
8
8

3
他

会
計

補
助

金
2
6
4
,
9
3
3

△
3
4
,
6
0
2

2
3
0
,
3
3
1

病
院

運
営

費
補

助
金

3
5
,
0
0
0

千
円

減
額

国
保

直
営

診
療

施
設

特
別

調
整

交
付

金
3
9
8

千
円

追
加

4
患

者
外

給
食

収
益

9
7

△
3
4

6
3

患
者

外
給

食
代

3
4

千
円

減
額

5
そ

の
他

医
業

外
収

益
9
,
3
1
7

△
1
,
3
1
5

8
,
0
0
2

そ
の

他
医

業
外

収
益

1
,
3
1
5

千
円

減
額

6
補

助
金

3
,
4
6
5

3
,
4
0
8

6
,
8
7
3

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
ワ

ク
チ

ン
個

別
接

種
促

進
事

業
支

援
金

外
3
,
4
0
8

千
円

追
加

収
益

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
入

（
単

位
：

千
円

）

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

77



予
定

額

1
病

院
事

業
費

用
6
2
1
,
8
9
1

△
8
,
6
5
7

6
1
3
,
2
3
4

1
医

業
費

用
6
1
9
,
0
8
2

△
9
,
1
3
7

6
0
9
,
9
4
5

1
給

与
費

3
9
3
,
7
9
5

△
2
0
,
7
5
9

3
7
3
,
0
3
6

給
料

1
,
3
5
0

千
円

減
額

手
当

4
,
4
7
0

千
円

減
額

報
酬

1
,
3
5
0

千
円

減
額

法
定

福
利

費
4
,
7
4
9

千
円

減
額

賞
与

引
当

金
繰

入
額

7
,
9
8
0

千
円

減
額

法
定

福
利

費
引

当
金

繰
入

額
8
6
0

千
円

減
額

計
2
0
,
7
5
9

千
円

減
額

3
経

費
1
0
9
,
9
2
0

 
1
1
,
1
4
3

1
2
1
,
0
6
3

報
償

費
2
5

千
円

減
額

旅
費

交
通

費
1
0
0

千
円

減
額

職
員

被
服

費
9
0

千
円

減
額

消
耗

品
費

1
8
6

千
円

追
加

光
熱

水
費

2
,
5
5
0

千
円

追
加

燃
料

費
6
6
8

千
円

追
加

食
糧

費
7

千
円

減
額

印
刷

製
本

費
6
2

千
円

減
額

修
繕

費
9
8
8

千
円

追
加

保
険

料
4
3

千
円

追
加

賃
借

料
1
,
6
5
0

千
円

減
額

支
　

　
出

（
単

位
：

千
円

）

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

78



通
信

運
搬

費
3
6
5

千
円

減
額

委
託

料
4
,
1
3
5

千
円

追
加

諸
会

費
3
4
0

千
円

追
加

交
際

費
1
0
0

千
円

減
額

雑
費

1
5
7

千
円

追
加

計
1
1
,
1
4
3

千
円

追
加

4
減

価
償

却
費

4
2
,
9
8
3

 
4
9

4
3
,
0
3
2

器
械

備
品

減
価

償
却

費
4
9

千
円

追
加

5
資

産
減

耗
費

2
 

7
7
0

7
7
2

た
な

卸
資

産
減

耗
費

6
9
9

千
円

追
加

固
定

資
産

除
却

費
7
1

千
円

追
加

計
7
7
0

千
円

追
加

6
研

究
研

修
費

7
5
5

△
3
4
0

4
1
5

図
書

費
5

千
円

減
額

旅
費

3
3
5

千
円

減
額

計
3
4
0

千
円

減
額

2
医

業
外

費
用

2
,
7
7
9

 
5
0
9

3
,
2
8
8

3
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
1
,
5
0
2

 
5
0
9

2
,
0
1
1

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

5
0
9

千
円

追
加

3
特

別
損

失
3
0

△
2
9

1

1
特

別
損

失
3
0

△
2
9

1
2
9

千
円

減
額
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予
定

額

1
資

本
的

収
入

3
,
2
5
9

△
1
,
5
5
7

1
,
7
0
2

1
他

会
計

補
助

金
3
,
2
5
9

△
1
,
5
5
7

1
,
7
0
2

1
他

会
計

補
助

金
3
,
2
5
9

△
1
,
5
5
7

1
,
7
0
2

国
保

直
営

診
療

施
設

特
別

調
整

交
付

金 1
,
5
5
7

千
円

減
額

予
定

額

1
資

本
的

支
出

4
8
,
2
7
0

△
3
5
8

4
7
,
9
1
2

1
建

設
改

良
費

8
,
6
0
0

△
3
5
8

8
,
2
4
2

器
械

備
品

購
入

費
（

透
析

室
用

ベ
ッ

ド
購

入
費

外
）

3
5
8

千
円

減
額

1
有

形
固

定
資

産
購

入
費

8
,
6
0
0

△
3
5
8

8
,
2
4
2

（
単

位
：

千
円

）

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明

支
　

　
出

資
本

的
収

入
及

び
支

出

収
　

　
入

（
単

位
：

千
円

）

款
項

目
補

正
額

計
説

　
　

　
　

　
　

　
　

　
明
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議
 
案

 
第

１
９

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
か

 
ら

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
３

，
９

５
７

千
 
円

 
を

 
減

 
額

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 

 
 
 
 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
 
 

 
 
 
 
 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

 
「

 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

令
 
和

 
５

 
年

 
３

 
月

 
６

 
日

　
提

　
出

 
 
 
 
 
 
　

鹿
 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
簡

易
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
３

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

２
１

５
，

５
８

３

令
和

４
年

度
鹿

追
町

簡
易

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

３
号

）
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長方形
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88



２
０

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
か

 
ら

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
１

，
２

９
０

千
 
円

 
を

 
減

 
額

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

千
 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
 

 
 
 
 
 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

（
 
地

 
方

 
債

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
２

 
条

 
 
 
地

 
方

 
債

 
の

 
変

 
更

 
は

 
、

「
 
第

 
２

 
表

 
地

 
方

 
債

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
令

 
和

 
５

 
年

 
３

 
月

 
６

 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

議
案

第

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
下

水
道

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）
は

、
次

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

２
７

８
，

４
３

６

令
和

４
年

度
鹿

追
町

下
水

道
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
４

号
）
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01-05share3
長方形



91
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長方形



第
　

２
　

表

（
変

　
更

）

 

利
　

率
償

還
の

方
　

法

千
円

以
内

補
正

前
補

正
後

限
度

額
起

債
の

方
　

法
利

　
率

償
還

の
方

法
限

度
額

起
債

の
方

　
法

起
債

の
目

的

農
業

集
落

排
水

施
設

事
業

1
0
,
3
0
0

普
通

貸
借

又
　

　
は

証
券

発
行

千
円

以
内

同
 
上

同
 
上

7
,
0
0
0

2
1
,
6
0
0

地
方

公
営

企
業

法
適

用
化

事
業

個
別

排
水

処
理

施
設

整
備

事
業

同
 
上

6
,
8
0
0

1
9
,
5
0
0

同
　

　
上

同
　

　
上

同
　

　
上

同
　

　
上

補
正

前
に

同
じ

補
正

前
に

同
じ

同
 
上

同
 
上

同
 
上

同
 
上

同
 
上

政
府

資
金

、
地

方
公

共
団

体
金

融
機

構
資

金
及

び
金

融
機

関
等

の
融

資
条

件
に

よ
る

。
た

だ
し

、
町

財
政

の
都

合
に

よ
り

据
置

期
間

及
び

償
還

期
間

を
短

縮
し

、
も

し
く

は
繰

上
償

還
又

は
低

利
に

借
換

え
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
.
0
％

以
内

（
た

だ
し

金
利

見
直

し
方

式
で

借
り

入
れ

る
政

府
資

金
、

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

資
金

及
び

金
融

機
関

等
に

つ
い

て
、

利
率

の
見

直
し

を
行

っ
た

後
に

お
い

て
は

当
該

見
直

し
後

の
利

率
)

9
,
7
0
0

補
正

前
に

同
じ

地
　

　
方

　
　

債
　

　
の

　
　

補
　

　
正
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議
 
案

 
第

２
１

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額

 
に

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

　
１

２
，

１
９

４
 
千

 
円

 
を

 
追

 
加

 
し

 
、

歳
 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
 
 
 
 
の

 
総

 
額

 
を

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
そ

 
れ

 
ぞ

 
れ

 
千

 
円

 
と

 
定

 
め

 
る

 
。

 
 
 
２

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
の

 
款

 
項

 
の

 
区

 
分

 
及

 
び

 
当

 
該

 
区

 
分

 
ご

 
と

 
の

 
金

 
額

 
並

 
び

 
に

 
補

 
正

 
後

 
の

 
歳

 
入

 
歳

 
 

 
 
 
 
 
出

 
予

 
算

 
の

 
金

 
額

 
は

 
、

「
 
第

 
１

 
表

 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
補

 
正

 
」

 
に

 
よ

 
る

 
。

 
 
 
 
 
令

 
和

 
５

 
年

 
３

 
月

 
６

 
日

　
提

 
出

 
 
 
 
 
 
鹿

 
追

 
町

 
長

 
 
 
喜

　
井

　
知

　
己

令
和

４
年

度
鹿

追
町

の
介

護
保

険
特

別
会

計
補

正
予

算
（

第
４

号
）

は
、

次
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

５
４

１
，

７
６

２

令
和

４
年

度
鹿

追
町

介
護

保
険

特
別

会
計

補
正

予
算

（
第

４
号

）
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議
 
案

 
第

２
２

号

（
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
補

 
正

 
）

第
 
１

 
条

　
 
歳

 
入

 
歳

 
出

 
予

 
算

 
の

 
総

 
額
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議案第 ３０ 号 

 

   財産の取得について 

 

 下記のとおり財産を取得したいので、地方自治法第９６条第１項第８号及び 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定 

により、議会の議決を求める。 

 

令和５年３月６日提出 

 

鹿追町長 喜 井 知 己 

 

記 

 

１ 財産取得の表示  町営牧場バーチカルミキサー購入 一式 

 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

 

３ 契 約 金 額  ２９，９２０，０００円 

 

４ 契約の相手方  河東郡鹿追町新町４丁目５１番地 

           鹿追町農業協同組合 

           代表理事組合長 木 幡 浩 喜 
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